
第三者評価事業の評価の流れ 
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評価受審申込み 
事業所状況調査票の提出 

受 付 

 
自己評価票を送

付 
 
 
事業所で自己評

価結果を作成・

提出 

評価契約締結 

評価手順打合せ 
訪問調査日程調整 

評価調査者を選定 

自己評価書類を受領 
各評価調査者へ写しを配付 

評価調査者事前打合せ 
（提出書類を基に訪問調査時の調査確認事項

等について評価調査者チームで事前に打合せ）

訪問調査 
評価調査者チームが事業所を訪問（原則 2日以上） 
（事業所・利用者へのヒヤリング、根拠書類等確認）

 
評価決定委員会による審議 

事業所に評価内容を内示 

評価を確定 
事業所に評価結果を報告 

 
評価内容の公表 

内容に事実の相違や

異議があれば申し出 

利用者又は家族

にアンケートを

送付 
 
記入・提出 

評価調査者事後打合せ 
（評価調査者チームで調査結果

をまとめ、評価機関に提出） 


